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目

次

告

示
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
縦
覧

（
農

村

整

備

課
）

一

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

（

〃

）

一

保
安
林
予
定
森
林
（
二
件
）

（
森

林

整

備

課
）

一

解
除
予
定
保
安
林
（
三
件
）

（

〃

）

三

保
安
林
の
指
定
の
解
除

（

〃

）

四

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更

（

〃

）

四

国
土
調
査
の
指
定

（
用

地

対

策

課
）

五

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

（

〃

）

五

公

告
土
地
立
入
り
の
許
可

（

〃

）

五

雑

報
島
根
県
警
察
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
等
設
置
運
営
要
綱
の
一
部

改
正

六

告

示

島
根
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
か
ら
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
協
議
が
あ
り
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
、
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
次

の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
か
ら
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
施
行
に
つ
い
て
協
議
が
あ
り
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
土

地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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第
一
、
四
二
一
号

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

（
火
曜
日
）

事
業
主
体
名

事

業

名

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

縦
覧
の
期
間

縦
覧
の
場

所

出

雲

市

仲
田
地
区
農
道
事
業
（
田
園
空

間
整
備
事
業
）

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

出
雲
市
役

所

事
業
主
体
名

事

業

名

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

縦
覧
の
期
間

縦
覧
の
場

所

赤

来

町

畑
田
東
地
区
農
道
事
業
（
地
す

べ
り
関
連
事
業
）

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

赤
来
町
役

場



（ 2 ）

一
（ ）一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
落
合
ロ
一
二
一
、
ロ
一
二
二
、
ロ
二
三
一
の
二
、
ロ
二
三
一
の
四
、
ロ
二
三

二
の
一
、
ロ
二
三
二
の
二
、
ロ
二
三
三
の
一
か
ら
ロ
二
三
三
の
四
ま
で
、
ロ
二
三
三
の
一
〇
か
ら

ロ
二
三
三
の
一
三
ま
で
、
ロ
二
三
四
の
二
、
ロ
二
三
四
の
四
、
鹿
足
郡
柿
木
村
大
字
福
川
六
六
一

か
ら
六
六
七
ま
で
、
六
六
八
甲
、
六
六
八
乙
、
六
六
九
、
六
七
〇
、
一
八
四
八
、
一
八
五
〇
、
一

八
五
一

（ ）二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

（ ）三

指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

（ ）1

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

大
字
落
合
ロ
二
三
一
の
二
、
ロ
二
三
一
の
四
、
大
字
福
川
六
六
二
か
ら
六
六
五
ま
で
、
一
八

五
〇

（ ）2

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（ ）3

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（ ）4

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
（ ）一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

鹿
足
郡
津
和
野
町
大
字
部
栄
字
寺
ノ
台
三
九
三
か
ら
三
九
五
ま
で
、
三
九
七
、
字
森
床
四
〇
三
、

字
堤
ノ
下
四
〇
四
、
字
堤
上
四
〇
五
、
字
上
リ
口
下
四
〇
六
、
寺
ノ
溢
四
〇
七
、
四
〇
八
、
四
〇

八
の
一
、
四
〇
九
、
字
寺
ノ
後
四
一
〇
、
字
高
野
口
八
七
一
の
一
、
字
寺
山
八
七
二
、
字
堤
下
一

一
二
八

（ ）二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（ ）三

指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

（ ）1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（ ）2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（ ）3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
（ ）一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
羽
須
美
村
大
字
阿
須
那
五
八
五
、
六
一
四
の
一
、
六
一
五
の
一
、
六
一
八
の
二
、
二
〇
九

八
の
一
、
二
一
〇
〇
、
二
一
〇
一
、
二
一
〇
二
の
二
、
二
一
〇
二
の
四
、
二
一
〇
四
、
二
一
〇
五
、

二
一
〇
七
か
ら
二
一
〇
九
ま
で
、
二
一
一
一
、
二
一
一
三
の
一
、
二
一
一
四
か
ら
二
一
一
六
ま
で
、

二
一
一
八
か
ら
二
一
二
〇
ま
で
、
二
一
二
二
の
一
、
二
一
二
三
、
二
一
二
四
、
二
一
二
四
の
三
、

二
一
二
五
、
二
一
二
七
か
ら
二
一
二
九
ま
で
、
二
一
三
一
、
二
一
三
二
、
二
一
三
四
、
二
一
三
五
、

二
一
三
七
、
二
一
三
九
、
二
一
四
〇
、
二
一
四
二
、
二
一
四
六
か
ら
二
一
四
九
ま
で
、
二
一
五
一

の
二
、
二
一
五
三
、
二
一
五
四
の
一
、
二
一
六
五
の
一
、
二
一
七
二
の
一
、
二
一
七
三
の
一

（ ）二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（ ）三

指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

（ ）1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（ ）2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（ ）3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
（ ）一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
川
本
町
大
字
川
下
九
九
三
、
一
〇
〇
二
の
一
、
一
〇
〇
三
、
一
〇
二
三
、
一
〇
六
〇
の
一

か
ら
一
〇
六
〇
の
四
ま
で
、
一
〇
六
〇
の
六
、
一
〇
六
一
の
八
、
三
一
二
六
、
三
一
二
六
の
一
、

三
一
二
八
の
一
、
三
一
二
八
の
二
、
三
一
三
〇
、
三
一
三
二
、
四
〇
六
一
か
ら
四
〇
六
三
ま
で

（ ）二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（ ）三

指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

（ ）1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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（ 3 ）

（ ）2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（ ）3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
（ ）一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
瑞
穂
町
大
字
鱒
渕
一
三
八
五
、
三
四
八
四
の
七
、
三
四
八
五
の
一
、
三
四
八
五
の
三

（ ）二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（ ）三

指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

（ ）1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（ ）2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（ ）3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
田
野
原
三
一
九
、
八
二
八
の
一
か
ら
八
二
八
の
三
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
弥
栄
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

仁
多
郡
横
田
町
大
字
大
馬
木
字
阿
図
馬
二
八
二
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

国
定
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
島
根
県
庁
及
び
横
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日
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（ 4 ）

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
（ ）一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
紙
祖
ロ
五
一
九
の
五
か
ら
ロ
五
一
九
の
七
ま
で
、
ロ
八
三
四
の
三
、
ロ
八
四

一
の
三
、
ロ
八
四
一
の
四
、
ロ
八
四
二
の
二
、
ロ
八
四
二
の
五
、
ロ
八
四
二
の
六
、
ロ
八
四
三
の

二
、
ロ
八
四
三
の
五
、
ロ
八
四
四
の
五
、
ロ
八
四
四
の
六
、
ロ
八
四
四
の
八
、
ロ
八
四
四
の
一
〇

（ ）二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（ ）三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
（ ）一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
紙
祖
ロ
八
三
〇
の
五

ロ
八
三
二
の
七
か
ら
ロ
八
三
二
の
九
ま
で
（
以
上
四

筆
国
有
林
）

（ ）二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（ ）三

解
除
の
理
由

河
川
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
紙
祖
ロ
八
五
〇
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
束
郡
美
保
関
町
大
字
諸
喰
一
〇
三
三
の
二
、
一
〇
三
九
の
二
、
一
〇
三
九
の
三
、
一
〇
四
〇
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

林
道
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

能
義
郡
伯
太
町
大
字
峠
之
内
七
八
六
の
一
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
伯
太
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
籍
調
査

を
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

公

告

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
立
入

り
の
許
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

起
業
者
の
名
称

中
国
電
力
株
式
会
社

二

事
業
の
種
類

特
別
高
圧
送
電
線

島
根
原
子
力
線
新
設
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
名
分
字
宮
ノ
奥
、
字
権
谷
及
び
字
上
ノ
垣
、
大
字
北
講
武
字
芦
谷
、
字
西
谷
奥
、

字
西
谷
、
字
山
鹿
奥
、
字
山
鹿
、
字
宮
廻
、
字
柏
奥
、
字
光
谷
、
字
旦
過
及
び
字
恵
谷
、
大
字
南
講

武
字
毛
屋
及
び
字
茂
り
並
び
に
大
字
上
講
武
字
赤
田
、
字
西
赤
田
、
字
岩
鼻
、
字
岩
花
、
字
大
田
平
、

字
亀
尻
、
字
松
尾
、
字
石
津
、
字
七
田
小
休
場
横
道
ノ
上
、
字
犬
カ
キ
谷
、
字
廻
ノ
下
、
字
七
田
布

子
谷
、
字
布
子
谷
、
字
七
田
滝
ノ
谷
、
字
滝
谷
、
字
大
床
、
字
七
田
畑
ノ
谷
、
字
七
田
堂
谷
、
字
有
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国
土
調
査
と
し
て

指
定
し
た
年
月
日

調
査
を
行
う
者

の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

平
成
十
四
年
十
一
月

八
日

津

和

野

町

津
和
野
町
大
字
森
村
の
一

部

告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

成
果
の
名
称

調
査
を
行

っ
た
者
の

名
称

調
査
を
行

っ
た
時
期

調
査
を
行
っ
た

地
域

認
証
年
月
日

地
籍
図

地
籍
簿

大
田
市

平
成
十
三

〜
十
四
年

度

三
十
五
枚

3
冊

大
田
⑦

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

海
士
町

平
成
十
三

〜
十
四
年

度

十
二
枚

1
冊

御
波
5

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

江
津
市

平
成
十
三

〜
十
四
年

度

三
十
三
枚

1
冊

波
積
町
本
郷

南
の
一
部

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

美
都
町

平
成
十
二

〜
十
四
年

度

八
枚

1
冊

仙
道
Ⅰ

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日
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實
谷
、
字
家
頭
、
字
井
頭
、
字
地
冷
、
字
七
田
、
字
大
谷
藪
地
、
字
藪
地
、
字
穴
ケ
谷
西
平
、
字
穴

ケ
谷
、
字
大
谷
、
字
穴
ケ
谷
ヨ
リ
瀬
戸
岩
、
字
佛
谷
入
口
、
字
佛
谷
、
字
佛
谷
入
口
南
平
、
字
井
谷
、

字
小
井
谷
、
字
佛
谷
釜
ノ
谷
、
字
乙
好
、
字
杣
谷
入
口
、
字
杣
谷
、
字
西
杣
谷
、
字
奥
谷
入
口
及
び

字
牛
池
地
内

四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

雑

報

島
根
県
警
察
本
部
告
示
第
87号

島
根
県
警
察
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
等
設
置
運
営
要
綱
（
平
成
13年
島
根
県
警
察
本
部
告
示
第
88号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
14年
11月
19日

島
根
県
警
察
本
部
長
警
視
長
石

田
倫

敏

第
4
条
及
び
第
8
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
閲
覧
」
を
「
閲
覧
等
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式（第9条関係）

行政資料貸出者登録（変更）申請書

年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

〒 －
住 所

連 絡 先
電話番号 （ ） －

利用者区分

1 県内に住所を有する者

2 県内に事務所又は事業所を有する者

3 県内に存する事務所又は事業所に勤務する者

4 県内に存する学校に在学する者

5 その他

注 1 利用者区分は、該当する項目に〇印を記入してください。

2 この申込書は、行政資料と一緒に提出してください。

3 変更の場合は、変更箇所のみ記入してください。

4 貸出冊数は 3冊以内、貸出期間は7日以内です。

…………………………………………………………………………………………………………………………………

職員記入欄

身 元 確 認 方 法 1
運 転
免 許 証

2
身 分
証 明 書

3
そ の 他
（ ）

担 当 者
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附
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
14年
12月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日
印
刷

平
成
十
四
年
十
一
月
十
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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